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富山県告示第360号 

   建設工事に係る測量等の競争入札に参加する者に必要な資格等に関す    

   る要綱の一部改正について 

 建設工事に係る測量等の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱（平 

成16年富山県告示第 206号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年７月23日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第３条第１項第１号カ中「平成28年富山県告示第 334号」を「平成30年富山県告 

示第 331号」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 申請書は、平成30年度及び同年度から起算して２の倍数の年度経過後の年度 

 （以下「定期受付年度」という。）の知事が別に定める期間内に、道路等の維持 

 管理の業務に係る申請者にあっては主たる営業所の所在地を管轄する土木センタ 

 ーを経由して、道路等の維持管理の業務以外の業務に係る申請者にあっては直接 

 知事に提出するものとする。 

 第３条第５項中「（休日を除く。）」を「（富山県の休日を定める条例（平成元 

年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「休日」という。）

を除く。）」に改める。 

 第６条第１項各号列記以外の部分中「20日以内に」を「速やかに」に、「、使用 
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印鑑変更届（建設告示様式第８号）又は誓約書（建設告示様式第13号）」を「又は 

使用印鑑変更届（建設告示様式第８号）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第３条第１項第１号カ、同条第４項、同条第５項及び第６条第１項各号列記以 

 外の部分の改正規定は、平成31年度以降の入札参加資格者に適用し、平成30年度 

 の入札参加資格者については、なお従前の例による。 

                              （管 理 課）  
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